
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号 

本

庁 

地

方

機

関 

学
校
以
外
の
教
育
機
関 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

広
島
県
教
育
委
員
会 

教
育
長 

篠 
 

田 
 

智 
 

志 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に 

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

 
 
 
 

附 

則 
 
 
 

附 
則 

 
 

１ 

（
略
） 

１ 

（
略
） 

２ 

当
分
の
間
、
教
育
次
長
は
、
職
の
設
置
規
則
附
則

第
三
項
に
掲
げ
る
学
校
働
き
方
改
革
推
進
担
当
課
長

（
以
下
「
学
校
働
き
方
改
革
推
進
担
当
課
長
」
と
い

う
。
）
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
部
長
専

決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

３ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
四
項
に
掲
げ

る
乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担
当
部
長
の
職
に
あ
る

者
（
以
下
「
乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担
当
部
長
」

と
い
う
。
）
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
第

五
条
に
規
定
す
る
乳
幼
児
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び

生
涯
学
習
課
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
部
長
専
決
事
項

の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に
掲
げ

る
乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担
当
部
長
の
職
に
あ
る

者
（
以
下
「
乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担
当
部
長
」

と
い
う
。
）
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
第

五
条
に
規
定
す
る
乳
幼
児
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び

生
涯
学
習
課
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
部
長
専
決
事
項

の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
別
表
第
三
号
の
表
第

一
号
に
掲
げ
る
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
の
職

に
あ
る
者
（
以
下
「
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

」
と
い
う
。
）
は
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
四
項
に

掲
げ
る
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
の
職
に
あ
る
者

（
以
下
「
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
」
と
い
う
。

）
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
部
長
専
決
事

項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

３ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
別
表
第
三
号
の
表
第

一
号
に
掲
げ
る
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
の
職

に
あ
る
者
（
以
下
「
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

」
と
い
う
。
）
は
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に

掲
げ
る
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
の
職
に
あ
る
者

（
以
下
「
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
」
と
い
う
。

）
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
別
表
第
一
部
長
専
決
事

項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

５ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

６ 

当
分
の
間
、
学
校
働
き
方
改
革
推
進
担
当
課
長
及

び
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
は
、
別
表
第
一
課
長

及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

当
分
の
間
、
個
別
最
適
な
学
び
担
当
課
長
は
、
別

表
第
一
課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

７ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
四
項
に
掲
げ

る
不
登
校
支
援
セ
ン
タ
ー
長
及
び
人
材
育
成
推
進
監

６ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
三
項
に
掲
げ

る
不
登
校
支
援
セ
ン
タ
ー
長
及
び
人
材
育
成
推
進
監



並
び
に
第
五
項
に
掲
げ
る
県
立
学
校
改
革
推
進
監
及

び
教
育
支
援
推
進
監
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
一

課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
、
課
長
が
主
務
部
長
の
承
認
を
得
て
指
定

す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

並
び
に
第
四
項
に
掲
げ
る
県
立
学
校
改
革
推
進
監
及

び
教
育
支
援
推
進
監
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
一

課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
、
課
長
が
主
務
部
長
の
承
認
を
得
て
指
定

す
る
も
の
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
五
項
に
掲
げ

る
職
に
あ
る
者
（
秘
書
広
報
室
長
、
教
員
採
用
企
画

室
長
、
職
員
給
与
室
長
及
び
部
活
動
改
革
推
進
室
長

に
限
る
。
）
は
、
別
表
第
一
課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長

専
決
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
欄
中
第
四
号
、

第
十
一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第

三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
四
項
に
掲
げ

る
職
に
あ
る
者
（
秘
書
広
報
室
長
、
職
員
給
与
室
長

及
び
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
推
進
室
長
に
限

る
。
）
は
、
別
表
第
一
課
長
及
び
セ
ン
タ
ー
長
専
決

事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
（
同
欄
中
第
四
号
、
第
十

一
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
三
十

二
号
及
び
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

９
・

 

（
略
） 

 

８
・
９ 

（
略
） 

 

 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
五
項
に
掲
げ

る
秘
書
広
報
室
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
二
管

理
部
の
部
総
務
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
六

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 


 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
四
項
に
掲
げ

る
秘
書
広
報
室
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
二
管

理
部
の
部
総
務
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十
八

号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 


 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
五
項
に
掲
げ

る
職
員
給
与
室
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
二
管

理
部
の
部
教
職
員
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十

八
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


 

当
分
の
間
、
職
の
設
置
規
則
附
則
第
四
項
に
掲
げ

る
職
員
給
与
室
長
の
職
に
あ
る
者
は
、
別
表
第
二
管

理
部
の
部
教
職
員
課
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
十

七
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



・
 

（
略
） 

 


・
 

（
略
） 

 


 

当
分
の
間
、
教
育
次
長
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
庁
に
お
け
る
学
校
働
き
方
改

革
推
進
担
当
課
長
、
学
び
の
変
革
推
進
部
に
お
け
る

乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担
当
部
長
、
広
島
県
立
教

育
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
参
与
の
所
掌
事
務
に
係
る
代

理
決
裁
に
つ
い
て
特
別
な
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 


 

当
分
の
間
、
教
育
次
長
は
、
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
び
の
変
革
推
進
部
に
お
け
る

乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担
当
部
長
、
広
島
県
立
教

育
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
参
与
の
所
掌
事
務
に
係
る
代

理
決
裁
に
つ
い
て
特
別
な
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 



・
 

（
略
） 

 


・
 

（
略
） 

 
 

別
表
第
二
（
第
六
条
の
二
関
係
） 

部
課
の
区
分 

部
長
専
決
事
項 

課
長
専
決
事
項 

管
理
部 

総
務
課 

（
略
） 

一―

十
五 

（
略
） 

 
 

 
                    

別
表
第
二
（
第
六
条
の
二
関
係
） 

部
課
の
区
分 

部
長
専
決
事
項 

課
長
専
決
事
項 

管
理
部 

総
務
課 

（
略
） 

一―

十
五 

（
略
） 

 
 

 

十
六 

一
般
社
団
法

人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法

律
及
び
公
益
社
団

法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等

に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第

五
十
号
）
第
九
十

五
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
特
例
民
法
法

人
に
係
る
監
督
（

解
散
及
び
残
余
財

産
の
処
分
の
許
可

を
除
く
。
） 



 
 
 

附 

則 

こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
         

十
六
・
十
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

 

十
七 

公
益
信
託
ニ
関

ス
ル
法
律
（
大
正
十

一
年
法
律
第
六
十
二

号
）
に
基
づ
く
公
益

信
託
に
係
る
監
督
（

引
受
け
の
許
可
及
び

信
託
財
産
の
全
部
取 

崩
し
の
承
認
を
除
く
。 

 
 

） 

十
八
・
十
九 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 


